
北海道ニセコ町 大阪府岸和田市 三重県伊賀市 東京都三鷹市
ニセコ町まちづくり基本条例 岸和田市自治基本条例 伊賀市自治基本条例 三鷹市自治基本条例

平成12年12月27日 平成16年12月10日 平成16年12月24日 平成17年9月29日
平成22年3月16日（改正） 平成17年8月1日 平成16年12月24日 平成18年4月1日

第11章　町民投票制度 （住民投票） 第３節　市民投票 （住民投票）
(町民投票の実施) 第20条　市長は、岸和田市が直面する将来にかかわる重要課題について、定住 （市民投票の原則） 第35条 市内に住所を有する年齢満18歳以上の者で別に定めるものは、市の
第48条　町は、ニセコ町にかかわる重要事項について、直接、町民の意思を 外国人を含む住民のうち18歳以上の者が、その総数の４分の1以上の者の連署 第19条　市長は、市政に関わる重要事項について、直接市民の意思を確認 権限に属する市政の重要事項について、その総数の50分の１以上の者の連
確認するため、町民投票の制度を設けることができる。 をもって住民投票を市長に請求したときは、直接住民の意思を問うため住民投票 するため、議会の議決を経て、市民投票の制度を設けることができる。 署をもって、条例案を添え、その代表者から市長に対して住民投票の実施を

を実施しなければならない。 ２　市民投票に参加できる者の資格その他の市民投票の実施に必要な事項 請求することができる。
(町民投票の条例化) ２　住民投票の投票権を有する者は、定住外国人を含む住民のうち、18歳以上 は、それぞれの事案に応じ、別に定める。ただし、投票資格者を定めるに当 ２  前項の条例案において、投票に付すべき事項、投票の手続、投票資格要
第49条　町民投票に参加できる者の資格その他町民投票の実施に必要な事 の者とする。 たっては、定住外国人や未成年者の参加に十分配慮する。 件その他住民投票の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定める。 ３　市は、住民投票の結果を尊重しなければならない。 ３　市長は、市民投票を行うに当たっては、市民投票結果の取扱いをあらかじ ３ 市長は、第１項の請求を受理した日から20日以内に市議会を招集し、意見
2　前項に定める条例に基づき町民投票を行うとき、町長は町民投票結果の ４　住民投票の実施に関する手続きその他必要な事項については、別に条例で め明らかにしなければならない。 を付けてこれを市議会に付議し、その結果を同項の代表者に通知するととも
取扱いをあらかじめ明らかにしなければならない。 定める。 に、これを公表しなければならない。

（市民投票の実施） ４  前３項に掲げるもののほか、第１項による住民投票の請求の処置等に関し
第20条　市長は、有権者がその総数の50分の1以上の者の連署をもって、そ ては、地方自治法第74条第２項、第４項及び第６項から第８項まで、第74条
の代表者から市民投票に関する条例の制定の請求があり、当該条例が議決 の２第１項から第６項まで並びに第74条の３第１項から第３項までの規定の
されたときはこれを実施しなければならない。 例による。
２　市民投票は、投票者の総数が当該市民投票の投票資格者数の２分の1に
満たないときは成立しない。この場合において、開票作業その他の作業は行
わないものとする。

新潟県上越市 千葉県流山市 大阪府阪南市 愛知県安城市
上越市自治基本条例 流山市自治基本条例 阪南市自治基本条例 安城市自治基本条例
平成20年3月28日 平成21年3月24日 平成21年6月4日 平成21年10月1日
平成20年4月1日 平成21年4月1日 平成21年7月1日 平成22年4月1日

第８章 市民投票 （ 市 民 投 票 ） （住民投票） （住民投票）
第３８条 市長は、市政運営に係る重要事項について、広く市民の意見を確認 第17条　　市長は、流山市が直面する将来に係る重要課題について、市民 第25条　住民は、市政の重要事項及び自治の根幹にかかわる事項について、 第17条  市長は、市政の特に重要な事項について、直接市民の意思を確認
し、その意見に沿った決定をなすため、市民投票を実施することができる。 から市民投票の実施の請求があったときは、これを実施しなければなりま 広く住民の意思を確認する目的のため、住民投票の実施を市長に請求する する必要があると認めるときは、住民投票を実施することができます。
２ 年齢満１８歳以上の市民で別に条例で定める資格を有するもの（以下「請 せん。 ことができる。 ２ 住民投票に付すべき事項、投票の手続、投票の資格要件その他住民投票
求権者」という。）は、市政運営に係る重要事項について、請求権者の総数の ２ 　市長及び議会は、市民投票の結果を尊重して、当該課題に対処する ２　議会及び市長は、前項の目的のため、自ら住民投票の実施を発議する の実施に必要な事項については、その都度、別に条例で定めます。
５０分の１以上の者の連署をもって、その代表者から市長に対して市民投票 ものとします。 ことができる。 ３ 議会及び市長その他の執行機関は、住民投票の結果を尊重します。
の実施を請求することができる。 ３ 　市民投票の請求及び実施については、別に条例で定めます。 ３　前2項に規定する住民投票の実施に必要な事項については、別に条例で
３ 市長は、前項の規定による請求があったときは、直ちに請求の要旨を公表 定める。この場合において、投票資格者を定めるにあたっては、十分に検討
するとともに、２０日以内に意見を付けて、これを市議会に付議しなければな を行うものとする。
らない。 ４　市民、議会及び執行機関は、住民投票の結果を最大限尊重するものとする。
４ 市議会議員は、市政運営に係る重要事項について、その定数の１２分の１
以上の者の賛成を得て、市民投票の実施の議案を市議会に提出することが
できる。
５ 市議会に置かれた常任委員会は、その部門に属する市政運営に係る重要
事項について、市民投票の実施の議案を市議会に提出することができる。
６ 市長は、第２項の規定による請求及び前２項の規定により提出された議案
について市議会の議決があったときは、速やかに市民投票を実施しなければ
ならない。
７ 市長は、第２項の規定による請求が請求権者の総数の４分の１以上の者
の連署をもってなされたときは、第３項及び前項の規定にかかわらず、速や
かに市民投票を実施しなければならない。
８ 市民投票の投票資格者は、年齢満１８歳以上の市民で別に条例で定める
資格を有するものとする。
９ 前各項に定めるもののほか、市民投票に関し必要な事項については、別に
条例で定める。
１０ 市民、市議会及び市長等は、市民投票が実施されたときは、その結果を
尊重しなければならない。

自治基本条例　他市町村条文比較表　（住民投票）
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